
兵庫教育大学男女共同参画推進室設置要項

平成21年12月25日

学 長 裁 定

（設置）

第１ 兵庫教育大学における多様な人材の公正な参画を推進するため，役員会の下に男女

共同参画推進室（以下「推進室」という。）を置く。

（業務）

第２ 推進室は，次の各号に掲げる業務を行う。

(１) 男女共同参画等の推進のための方針の策定に関すること。

(２) 男女共同参画等の推進に係る課題の把握及びその対策に関すること。

(３) その他男女共同参画等の推進に関し必要な事項に関すること。

（組織）

第３ 推進室は，次に掲げる者をもって組織する。

(１) 推進室長

(２) 推進室員

（推進室長）

第４ 推進室長は，学長が指名した理事又は副学長をもって充てる。

２ 推進室長は，推進室の業務を統括する。

（推進室員）

第５ 推進室員は，次の者をもって充てる。

(１) 管理運営担当理事

(２) 学長が指名した副学長

（３) 専攻長のうち学長が指名した者 １名

(４) 附属小学校長

(５) 総務企画課長

(６) 総務企画課の男女共同参画業務を担当する副課長又は主査 １名

(７) その他学長が指名した者

２ 前項第７号に規定する推進室員の任期は２年とし，欠員を生じた場合の後任者の推進

室員の任期は，前任者の任期の残余の期間とする。

３ 前項の規定による推進室員は，再任することができる。

４ 推進室員は，推進室の業務に従事する。

（事務）

第６ 推進室に関する事務は，総務部総務企画課が処理する。

（雑則）

第７ この要項に定めるもののほか，推進室の運営等について必要な事項は，推進室長が別

に定める。

附 則

この要項は，平成２２年１月１日から施行する。

附 則

この要項は，平成２３年４月１日から施行する。

附 則

この要項は，平成２５年４月１日から施行する。

附 則

この要項は，平成２８年４月１日から施行する。

附 則

この要項は，平成３１年４月１日から施行する。


